
－24－

当　　　　初　　　　指　　　　定　　　　税　　　　額
特　　　別　　　徴　　　収　　　税　　　額 月　　　割　　　額

納 税 者 数 税 目 所 得 割 額 均 等 割 額 年税額（市民税・県民税及び森林環境税） ６ 月 分 ７月分以降

人

市 民 税

県 民 税

森林環境税

令和７年度市民税・県民税及び森林環境税特別徴収表（異動整理表）

納 入 す る
月割の月分

特　　別　　徴　　収　　税　　額 増 減 増 減 理 由 備 考人 員 徴収した月割額 納 付 月 日
６　月　分

７　月　分

８　月　分

９　月　分

10　月　分

11　月　分

12　月　分

１　月　分

２　月　分

３　月　分

４　月　分

５　月　分

　◎退職・転職等の異動があったときは、「給与所得者異動届出書」を提出してください。


